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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

　

回次
第13期第１四半期
累計(会計)期間

第14期第１四半期
累計(会計)期間

第13期

会計期間
自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日

自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日

自　平成21年７月１日
至　平成22年６月30日

売上高 (千円) 2,917,905 310,884 10,592,863

経常利益又は経常損失(△) (千円) △42,564 △180,618 98,886

四半期純損失(△)又は当期純
利益

(千円) △40,977 △184,799 97,573

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) － － －

資本金 (千円) 603,187 705,083 705,083

発行済株式総数 (株) 35,016 44,286 44,286

純資産額 (千円) 641,844 719,157 966,359

総資産額 (千円) 6,807,830 3,885,979 3,816,983

１株当たり純資産額 (円) 18,877.78 16,840.59 22,693.52

１株当たり四半期純損失金額
(△)又は１株当たり当期純利
益金額

(円) △1,205.23 △4,352.93 2,478.00

潜在株式調整後１株当たり四
半期(当期)純利益金額

(円) － － 2,442.62

１株当たり配当額 (円) － － 1,500

自己資本比率 (％) 9.4 18.4 25.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 586,105 △1,049,313 3,635,721

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △5,329 △55,970 28,812

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,052,166 454,870 △3,279,436

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 535,282 741,357 1,391,771

従業員数
〔外、平均臨時雇用者数〕

(名)
35

〔１〕
25

〔１〕
26

〔１〕

(注)１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　２　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有していないため記載しておりません。

    ３　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額は、第13期第１四半期累計(会計)期間及び第14期第１四半

期累計(会計)期間につきましては、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため記載してお

りません。
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２ 【事業の内容】

 当第１四半期会計期間において、当社において営まれる事業の内容に重要な変更はありません。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期会計期間において、該当事項はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

平成22年９月30日現在

従業員数(名) 25〔１〕

(注)　従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は〔　〕内に当第１四半期会計期間の平均雇用人員を外数で記載して

おります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

　当社は、不動産開発事業を主体としており、生産実績を定義することが困難であるため、生産実績の記

載はしておりません。
　

(2) 受注実績

　当社は、受注生産を行っておりませんので、受注実績の記載はしておりません。

　
(3) 販売実績

当第１四半期会計期間における販売実績を事業内容別に示すと、次のとおりであります。

事業内容 内　　訳

前第１四半期会計期間
自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日

当第１四半期会計期間
自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

不動産開発販売
マンション・戸建住宅の開
発販売及び事業用地の仕入
販売

2,609,53589.4 － －

不動産仕入販売
新築残戸物件等（他社開発　
　物件）の仕入販売

275,8389.5 288,74292.9

その他 不動産賃貸等 32,531 1.1 22,141 7.1

合計 　 2,917,905100.0 310,884100.0

(注) １　金額は販売価格によっております。

　　 ２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　 ３　不動産開発販売事業における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとお

りであります。

相手先

前第１四半期会計期間
自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日

当第１四半期会計期間
自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

㈱明和住販 1,042,89535.7 － 　－

㈱メイクス 385,95113.2 － －

プロパティー・インベストメント・マネージャーズ㈱ 383,09613.1 － －

㈱グランディール 304,19610.4 － －

（注）1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
2.㈱メイクス、プロパティー・インベストメント・マネージャーズ㈱、㈱グランディールへの販売高は戸別決
済によるものであります。
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　　 ４　不動産仕入販売事業における主な物件別の販売実績及び当該実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであ

ります。なお、新築残戸物件は、個人客への販売となりますので、物件名と販売戸数で表示しています。

相手先

前第１四半期会計期間
自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日

当第１四半期会計期間
自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

クリオ柏（13戸） － － 288,74292.9

Ｄ’レスティア町田レイグランド（9戸） 275,8389.5 － 　－

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【事業等のリスク】

 文中の将来に関する事項につきましては、本書提出日現在で判断したものであります。

　

(1) 当第１四半期会計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した、事業の状況、経理の状況等に

関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項についての重要な変更はあり

ません。

　

(2) 提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象または

状況その他提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象

当社はリスタート計画に基づき着工を一時凍結した結果、前事業年度には再着工しているものの、建設工

事の竣工時期や販売時期が融資を受けた当初時点の計画から変更されているため、資金融資元である金融

機関に当初約定期限での返済履行が困難なプロジェクト借入金が依然として存在しております。したがい

まして、当第１四半期会計期間末においても、前事業年度末と同様に将来にわたって事業活動を継続すると

の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が発生していると認識しております。 

　当社はこのような状況に対応するため、金融機関と適時に情報交換を行うとともに必要に応じて事前に個

別協議を行っており、開発・販売期間等を考慮した返済期限延長の方向で、基本的な認識を得ております。 

　上記のとおり、当社は重要な疑義を生じさせるような事象または状況に対して必要と思われる対応を行っ

ており、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような不確実性はないも

のと判断しております。 

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

1.提出会社の代表者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する分析・検討内容

(1) 経営成績の分析

  当第１四半期におけるわが国経済は、年初においては政府施策等により緩やかな回復傾向がみられた

ものの、引き続く円高・株安と継続的なデフレにより、国内企業を取り巻く景気環境は全般的に悪化し、

所得環境や雇用情勢も依然として厳しい状況で推移し、閉塞感が増しております。また、アメリカ経済は

一時的な浮揚感がみられたものの、実質数値は良化せず、昨年来の西欧諸国の財政問題も解決されないま

ま、世界経済を牽引してきた中国経済は中国政府のインフレ抑制策と通貨政策等により、世界経済は先行

き不透明感を増してきております。 

　当社の事業領域であります不動産業におきましては、低金利の継続、住宅ローン減税や住宅版エコポイ

ント制度等の政策支援により、戸建住宅並びに分譲マンション販売は堅調に推移しており、特に分譲マン

ションの中心的供給者であります大手不動産業者の新規分譲販売は価格に割安感もあり好調であると思
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われます。一方、金融機関の不動産セクターへの新規開発融資への厳格な姿勢は続いており、新興・中堅

デベロッパーを取り巻く環境は依然として予断を許さない状況が続いておりますが、引き続く円高が輸

出関連企業に悪影響を与え、新規融資先の模索から不動産セクターへの新規融資の見直しが始まるとの

希望も見え始めました。 

　このような事業環境にありまして、当社は前々事業年度の第12期(平成20年７月～平成21年６月)におい

て全損失を集中させるとともに、保有する着工済不動産を全て売却することにより、金融機関からの新規

融資を得るというリスタート計画を策定して順調に実行いたしました。当該期は全損失を集中したため

に赤字決算となりましたが、前事業年度の第13期(平成21年７月～平成22年６月)には黒字転換を果たす

ことができ、高コスト物件でありました既存の販売在庫の一掃も完遂いたしております。 

　また、第13期後半には着工凍結物件『アジールコフレ三軒茶屋』・『アジールコフレ渋谷神泉』を分譲

用コンパクトマンションとして再着工し、当事業年度の第14期(平成22年７月～平成23年６月)下期の竣

工・販売に向けて現在順調に工事並びに分譲準備が進行している一方、リスタート計画の最終目的であ

る新規融資につきましても、第13期下期に「りそな銀行」と「東日本銀行」からの新規融資２物件『ア

ジールコート白金高輪』・『グランアジール大倉山』に引き続き、当第14期第１四半期の本年９月には

「ダイヤモンドアセットファイナンス株式会社」からの新規融資により代々木に投資用ワンルームマン

ション用地を購入いたしました。なお、「りそな銀行」からの新規融資にて開発中の投資用ワンルームマ

ンション『アジールコート白金高輪』は既に株式会社明和住販と販売契約が締結済であり、「東日本銀

行」からの新規融資にて開発中の分譲用ファミリーマンション『グランアジール大倉山』は本年９月の

第１期分譲分（全46戸中30戸）が即日契約完売いたしております。 

　このように、当社リスタート計画は順調に推移しておりますが、リスタート計画により前事業年度にお

いて再着工した２物件及び前事業年度において購入した新規開発用土地２物件はいずれも竣工・引渡が

当下期に集中するため、当第１四半期におきましては、残念ながら自社開発物件の売上計上はなく、他社

開発のファミリーマンションの新築残戸買取再販事業における１物件（13戸）のみを主な売上計上とす

る結果となりました。 

　この結果、当第１四半期会計期間における当社の業績は、売上高310百万円（前年同四半期比89.3％

減）、営業損失149百万円（前年同四半期は営業損失6百万円）、経常損失180百万円（前年同四半期は経

常損失42百万円）、四半期純損失184百万円（前年同四半期は四半期純損失40百万円）となりました。 

　各事業内容別の業績は以下のとおりであります。 なお、当社は、「第５ 経理の状況 １ 四半期財務諸表

　注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおり、投資用・分譲用マンションの開発・仕入及び販売を

主体とする不動産事業の単一セグメントであるため、不動産事業内容別に記載しております。 

（不動産開発販売） 

　ワンルームマンション又はファミリーマンションの販売実績はありません（前年同四半期の売上高

2,609百万円）。 

（不動産仕入販売） 

　新築残戸買取再販事業１物件（13戸）のエンドユーザー向け販売により、売上高288百万円（前年同四

半期比4.7％増）となりました。 

（その他） 

　不動産賃貸業等により、売上高22百万円（前年同四半期比31.9％減）となりました。 

　

(2) 財政状態の分析

　当四半期会計期間末の総資産残高は、前期末に比べ68百万円増加し、3,885百万円となりました。これは

主として現金及び預金が594百万円減少した一方で、新規開発用土地等の購入に伴い仕掛販売用不動産が
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421百万円及び新築残戸物件や中古マンション等の購入に伴い販売用不動産（他社開発物件）が235百万

円増加したことによるものであります。 

　負債は、前期末に比べ316百万円増加し、3,166百万円となりました。これは主として短期借入金が174百

万円、１年内返済予定の長期借入金275百万円及び長期借入金が53百万円増加した一方で、買掛金が81百

万円、未払消費税等が130百万円減少したことによるものであります。 

　純資産は、前期末に比べ247百万円減少し、719百万円となりました。これは主として四半期純損失を184

百万円計上したことと利益剰余金の配当63百万円の計上に伴い株主資本が減少したことによるものであ

ります。 

　

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前期末に比べ650百万円

減少し、741百万円となりました。　　 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）　　　　　　　　　　　　　　　　 

　営業活動により支出した資金は、1,049百万円（前年同四半期は586百万円の獲得）となりました。 これ

は主に、たな卸資産が不動産開発物件等の新規取得により増加したことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）　　　　　　　　　　　　　　　 

　投資活動により支出した資金は、55百万円（前年同四半期は5百万円の支出）となりました。 これは主

に、定期預金の預入による支出によるものであります。 　 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）　　　　　　　　　　　　　　　　 

　財務活動により獲得した資金は、454百万円（前年同四半期は1,052百万円の支出）となりました。これ

は主に、不動産開発事業に関する新規借入金の増加によるものであります。 

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。

　

(5) 研究開発活動

当第１四半期会計期間において、該当事項はありません。

　

2.事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象を解消し、または改

善するための対応策

当社は、「会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象

または状況」の改善のため、金融機関と適時に情報交換を行うとともに必要に応じて事前に個別協議を

行っており、開発・販売期間等を考慮した返済期限延長の方向で、基本的な認識を得ております。 
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

前事業年度末において、計画中又は実施中の重要な設備の新設、除却等はありません。

また、当第１四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 160,000

計 160,000

（注）平成22年９月24日開催の第13回定時株主総会において定款の変更が行われ、発行可能株式総数は55,000株増加

し、160,000株となりました。

　
　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年11月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 44,286 44,286
大阪証券取引所　　　　
　　　　　（JASDAQ市

場）

単元株制度を採用していない
ため、単元株式数はありませ
ん。

計 44,286 44,286 ― ―

 (注) 大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）は、平成22年10月12日付で同取引所ヘラクレス市場及びＮＥＯ市場ととも
に、新たに開設された同取引所ＪＡＳＤＡＱに統合されており、同日以降の上場金融商品取引所は大阪証券取引
所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）であります。
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(2) 【新株予約権等の状況】

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

① 平成17年10月28日臨時株主総会決議

　
第１四半期会計期間末現在
(平成22年９月30日)

新株予約権の数　(個) 400

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数　(株) 2,400

新株予約権の行使時の払込金額　(円) 21,217

新株予約権の行使期間
自　平成19年10月29日
至　平成27年10月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額　(円)

発行価格　　  21,217 
資本組入額　  10,609

新株予約権の行使の条件

(1)権利行使時においても、当社または当社子会社の取
締役、監査役および従業員の地位にあることを要する
ものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、そ
の他正当な理由の存する場合は地位喪失後６ヶ月以内
（ただし行使期間内に限る）または権利行使期間開始
日より６ヶ月以内のいずれかの期間内に限り権利行使
をなしうるものとする。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続
を認めないものとする。
(3)その他の行使の条件については、株主総会決議およ
び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者と
の間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるとこ
ろによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注)１　新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、退職によって権利を喪失したことにより消却した数を控除
しております。

２　新株予約権１個につき目的となる株式の数は、株式分割や株式併合を行う場合、適宜調整するものといたします。
３　新株予約権の行使時の払込金額は、発行日以降、株式の分割または併合を行うときは、次の算式により調整するも
のといたします。ただし、調整の結果生じる１円未満の端数については、これを切り上げるものといたします。

調整後払込金額＝ 調整前払込金額×
１

分割・併合の比率
また、新株予約権発行日以降に、時価を下回る価格で新株を発行する場合（新株予約権の行使によるものは除く。）
は、次の算式により払込金額を調整するものといたします。ただし、調整の結果生じる１円未満の端数については、
これを切り上げるものといたします。

調整後払込金額＝ 調整前払込金額×
既発行株式数＋

新発行株式数×１株当たりの払込金額

新株発行前の株価

既発行株式数＋新発行株式数
４　平成18年11月１日をもって、１株を３株に分割しております。
５　平成21年７月１日をもって、１株を２株に分割しております。
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　　② 平成18年４月28日臨時株主総会決議

　
第１四半期会計期間末現在 
(平成22年９月30日)

新株予約権の数　(個) 90

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数　(株) 540

新株予約権の行使時の払込金額　(円) 66,667

新株予約権の行使期間
自　平成20年４月29日
至　平成28年４月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額　(円)

発行価格　　  66,667 
資本組入額　  33,334

新株予約権の行使の条件

(1)権利行使時においても、当社または当社子会社の取
締役、監査役および従業員の地位にあることを要するも
のとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その
他正当な理由の存する場合は地位喪失後６ヶ月以内
（ただし行使期間内に限る）または権利行使期間開始
日より６ヶ月以内のいずれかの期間内に限り権利行使
をなしうるものとする。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続
を認めないものとする。
(3)その他の行使の条件については、株主総会決議およ
び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との
間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところ
による。

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注)１　新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、退職によって権利を喪失したことにより消却した数を控除
しております。

　　２　新株予約権１個につき目的となる株式の数は、株式分割や株式併合を行う場合、適宜調整するものといたします。
３　新株予約権の行使時の払込金額は、発行日以降、株式の分割または併合を行うときは、次の算式により調整するも
のといたします。ただし、調整の結果生じる１円未満の端数については、これを切り上げるものといたします。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額×
１

分割・併合の比率
また、新株予約権発行日以降に、時価を下回る価格で新株を発行する場合（新株予約権の行使によるものは除く。）
は、次の算式により払込金額を調整するものといたします。ただし、調整の結果生じる１円未満の端数については、
これを切り上げるものといたします。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額×
既発行株式数 ＋

新発行株式数×１株当たりの払込金額

新株発行前の株価

既発行株式数＋新発行株式数
　　４　平成18年11月１日をもって、１株を３株に分割しております。
　　５　平成21年７月１日をもって、１株を２株に分割しております。
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会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

① 平成19年９月27日定時株主総会決議

　
第１四半期会計期間末現在 
(平成22年９月30日)

新株予約権の数　(個) 151

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数　(株) 302

新株予約権の行使時の払込金額　(円) 33,689

新株予約権の行使期間
自　平成22年８月８日
至　平成25年８月７日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額　(円)

発行価格　　 33,689 
資本組入額　 16,845

新株予約権の行使の条件

(1)権利行使時においても、当社または当社子会社の取
締役、監査役および従業員の地位にあることを要するも
のとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、その
他正当な理由の存する場合は地位喪失後６ヶ月以内
（ただし行使期間内に限る）または権利行使期間開始
日より６ヶ月以内のいずれかの期間内に限り権利行使
をなしうるものとする。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続
を認めないものとする。
(3)その他の行使の条件については、株主総会決議およ
び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との
間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところ
による。

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注）５

(注)１　新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、退職によって権利を喪失したことにより消却した数を控除
しております。

　　２　新株予約権１個につき目的となる株式の数は、株式分割や株式併合を行う場合、適宜調整するものといたします。
３　新株予約権の行使時の払込金額は、発行日以降、株式の分割または併合を行うときは、次の算式により調整するも
のといたします。ただし、調整の結果生じる１円未満の端数については、これを切り上げるものといたします。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額×
１

分割・併合の比率
また、新株予約権発行日以降に、時価を下回る価格で新株を発行する場合（新株予約権の行使によるものは除く。）
は、次の算式により払込金額を調整するものといたします。ただし、調整の結果生じる１円未満の端数については、
これを切り上げるものといたします。

　

調整後払込金額＝調整前払込金額×
既発行株式数 ＋

新発行株式数×１株当たりの払込金額

新株発行前の株価

既発行株式数＋新発行株式数
　　４　平成21年７月１日をもって、１株を２株に分割しております。
５　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収合併、新設合併、株式交換又は株式移転（以上を総
称して以下、「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存す
る新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条
第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編成対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に
基づきそれぞれ交付することといたします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株
予約権を新たに発行するものといたします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する
旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場
合に限るものといたします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編成行為の条件等を勘案の上、１株当たり行使価額を調整して得られる再編成後行使価額に上記(3)に
従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間
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新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編成行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株
予約権を行使することができる期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定する。

(7)新株予約権の譲渡制限
譲渡による取得については、再編成対象会社の承認を要するものとする。

(8)新株予約権の取得に関する事項
組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定する。

(9)その他の条件については、再編成対象会社の条件に準じて決定する。
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② 平成21年９月25日定時株主総会決議

　
第１四半期会計期間末現在 
(平成22年９月30日)

新株予約権の数　(個) 1,260

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数　(株) 1,260

新株予約権の行使時の払込金額　(円) 26,000

新株予約権の行使期間
自　平成24年３月12日
至　平成25年３月11日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発
行価格及び資本組入額　(円)

発行価格　　 26,000 
資本組入額　 13,000

新株予約権の行使の条件

(1)権利行使時においても、当社または当社子会社の取
締役、監査役および従業員の地位にあることを要するも
のとする。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続
を認めないものとする。
(3)その他の行使の条件については、株主総会決議およ
び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との
間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところ
による。

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４

(注)１　新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数は、退職によって権利を喪失したことにより消却した数を控除
しております。

　　２　新株予約権１個につき目的となる株式の数は、株式分割や株式併合を行う場合、適宜調整するものといたします。
３　新株予約権の行使時の払込金額は、発行日以降、株式の分割または併合を行うときは、次の算式により調整するも
のといたします。ただし、調整の結果生じる１円未満の端数については、これを切り上げるものといたします。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額×
１

分割・併合の比率
また、新株予約権発行日以降に、時価を下回る価格で新株を発行する場合（新株予約権の行使によるものは除く。）
は、次の算式により払込金額を調整するものといたします。ただし、調整の結果生じる１円未満の端数については、
これを切り上げるものといたします。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額×
既発行株式数 ＋

新発行株式数×１株当たりの払込金額

新株発行前の株価

既発行株式数＋新発行株式数
４　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を総
称して以下、「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存す
る新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条
第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編成対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に
基づきそれぞれ交付することといたします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株
予約権を新たに発行するものといたします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する
旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場
合に限るものといたします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編成行為の条件等を勘案の上、１株当たり行使価額を調整して得られる再編成後行使価額に上記(3)に
従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編成行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株
予約権を行使することができる期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定する。

(7)新株予約権の譲渡制限
譲渡による取得については、再編成対象会社の承認を要するものとする。

(8)新株予約権の取得に関する事項
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組織再編成行為の条件等を勘案の上、決定する。
(9)その他の条件については、再編成対象会社の条件に準じて決定する。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　 該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

　　　 該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成22年９月30日 － 44,286 － 705,083 － 105,295

(注)　発行済株式総数、資本金、資本準備金の増減はありません。

　

(6) 【大株主の状況】

Prospect Asset Management,Inc.から、平成22年９月15日付で関東財務局長に提出された大量保有報

告書（変更報告書）No.７により平成22年９月８日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けて

おりますが、当社として当１四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができておりません。

なお、大量保有報告書（変更報告）No.７の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

(株)
株券等保有割合

(％)

Prospect Asset Management,
Inc.

410 Atkinson Drive Suite 434, Honolulu,
HI 96814 U.S.A.

6,205 14.01

　

(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成22年６月30日)に基づく株主名簿による記載

をしております。

① 【発行済株式】

平成22年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)　 　
  普通株式   1,832

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式  42,454 42,454 ―

発行済株式総数 44,286 ― ―

総株主の議決権 ― 42,454 ―
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② 【自己株式等】

平成22年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社アーバネット　
コーポレーション

東京都千代田区二番町
５番地６

1,832 ― 1,832 4.13

計 ― 1,832 ― 1,832 4.13

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成22年　　
７月

　
　８月

　
　９月

最高(円) 28,00027,50025,400

最低(円) 24,52024,00022,100

(注)  最高・最低株価は、平成22年10月12日より大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)におけるものであり、そ
れ以前は大阪証券取引所(ＪＡＳＤＡＱ市場)におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１  四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第１四半期会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び前第１四半期累計期間

(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第１四半期

会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第１四半期累計期間(平成22年７月１日か

ら平成22年９月30日まで)は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期会計期間(平成21年７月１日か

ら平成21年９月30日まで)及び前第１四半期累計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)に係

る四半期財務諸表については、あずさ監査法人により四半期レビューを受け、当第１四半期会計期間(平成

22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第１四半期累計期間(平成22年７月１日から平成22年９月

30日まで)に係る四半期財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けており

ます。

　なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年７月１日をもって有限責任 あずさ監査

法人となりました。

　

３　四半期連結財務諸表について

当社は子会社はありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 797,357 1,391,771

販売用不動産 ※2
 362,021

※2
 126,043

仕掛販売用不動産 ※2
 2,261,836

※2
 1,840,157

貯蔵品 3,326 9,266

その他 82,130 62,577

流動資産合計 3,506,672 3,429,816

固定資産

有形固定資産 ※1, ※2
 218,279

※1, ※2
 220,550

無形固定資産 22,426 24,437

投資その他の資産 ※2
 138,602 142,179

固定資産合計 379,307 387,167

資産合計 3,885,979 3,816,983

負債の部

流動負債

買掛金 57,615 139,253

短期借入金 ※2
 210,808

※2
 36,000

1年内返済予定の長期借入金 ※2
 2,305,660

※2
 2,030,660

未払法人税等 906 2,788

賞与引当金 13,767 －

その他 197,328 314,812

流動負債合計 2,786,086 2,523,514

固定負債

長期借入金 ※2
 375,590

※2
 322,005

その他 5,145 5,105

固定負債合計 380,735 327,110

負債合計 3,166,821 2,850,624

純資産の部

株主資本

資本金 705,083 705,083

資本剰余金 199,204 199,204

利益剰余金 △149,531 98,949

自己株式 △39,806 △39,806

株主資本合計 714,950 963,430

新株予約権 4,207 2,928

純資産合計 719,157 966,359

負債純資産合計 3,885,979 3,816,983
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(2)【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期累計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成22年７月１日
　至 平成22年９月30日)

売上高 2,917,905 310,884

売上原価 2,734,981 260,570

売上総利益 182,923 50,314

販売費及び一般管理費 ※
 189,192

※
 199,393

営業損失（△） △6,269 △149,079

営業外収益

受取利息 128 75

協賛金収入 － 190

保険解約返戻金 199 －

その他 4 7

営業外収益合計 332 273

営業外費用

支払利息 32,145 17,892

支払手数料 － 13,920

その他 4,482 －

営業外費用合計 36,628 31,812

経常損失（△） △42,564 △180,618

特別利益

固定資産売却益 573 －

特別利益合計 573 －

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,943

特別損失合計 － 3,943

税引前四半期純損失（△） △41,991 △184,561

法人税、住民税及び事業税 72 237

法人税等調整額 △1,086 －

法人税等合計 △1,014 237

四半期純損失（△） △40,977 △184,799
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前第１四半期累計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成22年７月１日
　至 平成22年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △41,991 △184,561

減価償却費 5,404 4,282

貸倒引当金の増減額（△は減少） 390 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 8,205 13,767

固定資産売却損益（△は益） △573 －

受取利息及び受取配当金 △128 △75

支払利息 32,145 17,892

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,943

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,463,423 △651,716

未払消費税等の増減額（△は減少） － △130,673

仕入債務の増減額（△は減少） △895,212 △81,637

その他 36,886 △21,166

小計 608,550 △1,029,945

利息及び配当金の受取額 128 75

利息の支払額 △22,547 △19,033

法人税等の支払額 △25 △410

営業活動によるキャッシュ・フロー 586,105 △1,049,313

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △6,000 △56,000

有形固定資産の取得による支出 △3,445 －

有形固定資産の売却による収入 1,315 －

敷金及び保証金の回収による収入 2,800 －

その他 － 30

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,329 △55,970

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 410,000 174,808

長期借入れによる収入 － 367,000

長期借入金の返済による支出 △1,433,315 △38,415

配当金の支払額 △28,851 △48,522

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,052,166 454,870

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △471,390 △650,413

現金及び現金同等物の期首残高 1,006,673 1,391,771

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 535,282

※
 741,357

EDINET提出書類

株式会社アーバネットコーポレーション(E04069)

四半期報告書

21/29



【継続企業の前提に関する事項】

当第１四半期会計期間(自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日)

該当事項はありません。

　

【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期会計期間

(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日)

会計処理基準に関する事項

の変更

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

　当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準
第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」
（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しております。
　これにより、営業損失及び経常損失はそれぞれ182千円、税引前四半期損失は
4,125千円増加しております。
 

　

【表示方法の変更】

　
当第１四半期会計期間

(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日)

前第１四半期累計期間において、営業外費用の「その他」に含めていた「支払手数料」は、営業外費用総額の

100分の20を超えたため、当第１四半期累計期間では区分掲記することとしております。なお、前第１四半期累計

期間の営業外費用の「その他」に含まれる「支払手数料」は4,482千円であります。

　

【簡便な会計処理】

　
当第１四半期会計期間

(自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日)

  固定資産の減価償却費の算定方法

当第１四半期会計期間に係る固定資産の減価償却の算定において、定率法を採用している資産については、事

業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっております。
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

　
当第１四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末
(平成22年６月30日)

※1　有形固定資産の減価償却累計額　52,133千円

 

※2　担保に供している資産は次のとおりであります。

販売用不動産 195,528千円

仕掛販売用不動産 2,061,612千円

建物 57,163千円

土地 13,571千円

出資金 60,173千円

計 2,388,049千円

 
　 　 担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 210,808千円

１年内返済予定の 　

長期借入金 2,278,996千円

長期借入金 373,360千円

計 2,863,164千円

 

※1　有形固定資産の減価償却累計額　49,862千円

 

※2　担保に供している資産は次のとおりであります。

販売用不動産 51,349千円

仕掛販売用不動産 1,694,258千円

建物 57,620千円

土地 13,571千円

計 1,816,799千円

 
　 　 担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 36,000千円

１年内返済予定の 　

長期借入金 2,003,996千円

長期借入金 313,109千円

計 2,353,105千円

 

　

(四半期損益計算書関係)

第１四半期累計期間

前第１四半期累計期間
(自　平成21年７月１日
  至　平成21年９月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成22年７月１日
  至　平成22年９月30日)

※　販売費及び一般管理費の主なもの

広告宣伝費 27,357千円

販売促進費 12,421千円

給料手当 51,972千円

役員報酬 13,650千円

賞与引当金繰入額 8,205千円

 

※　販売費及び一般管理費の主なもの

広告宣伝費 61,958千円

給料手当 43,118千円

役員報酬 9,585千円

賞与引当金繰入額 13,767千円

 

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第１四半期累計期間
(自　平成21年７月１日
  至　平成21年９月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成22年７月１日
  至　平成22年９月30日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 563,282千円

預入期間が３か月超の定期預金 △28,000千円

現金及び現金同等物 535,282千円

 

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 797,357千円

預入期間が３か月超の定期預金 △56,000千円

現金及び現金同等物 741,357千円

 

　

EDINET提出書類

株式会社アーバネットコーポレーション(E04069)

四半期報告書

23/29



　

(株主資本等関係)

当第１四半期会計期間末（平成22年９月30日）及び当第１四半期累計期間(自平成22年７月１日　至平成22

年９月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当第１四半期会計期間末

普通株式(株) 44,286

　
　
２　自己株式に関する事項

株式の種類 当第１四半期会計期間末

普通株式(株) 1,832

　
　
３　新株予約権等に関する事項

目的となる株式の種類 目的となる株式の数(株)
当第１四半期会計期間末残高

(千円)

－ － 4,207

　

　

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年８月12日
臨時取締役会

普通株式 63,681 1,500平成22年６月30日 平成22年９月27日 利益剰余金

　

　(2) 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日

が当四半期会計期間の末日後となるもの

　　　 該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

　　　 株主資本の金額は、前事業年度末と比較して著しい変動がありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当第１四半期累計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日)

当社は、投資用・分譲用マンションの開発・仕入及び販売を主体とする不動産事業の単一セグメント

であるため、記載を省略しております。

　 (追加情報)

当第１四半期会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成

21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第

20号 平成20年３月21日)を適用しております。

　

(金融商品関係)

金融商品の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい増減があり

ません。

　

(有価証券関係)

該当事項はありません。

　

(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

　 当第１四半期財務諸表への影響額に重要性はありませんので、記載を省略しております。

　

(資産除去債務関係)

該当事項はありません。

　

(賃貸等不動産関係)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第１四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末
(平成22年６月30日)

　 　

　 16,840.59円
　

　 　

　 22,693.52円
　

　

２  １株当たり四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

前第１四半期累計期間
(自　平成21年７月１日
  至　平成21年９月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成22年７月１日
  至　平成22年９月30日)

１株当たり四半期純損失金額(△) △1,205.23円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期
純損失であるため、記載しておりません。
 

 

１株当たり四半期純損失金額(△) △4,352.93円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期
純損失であるため、記載しておりません。

 

(注)１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎

項目
前第１四半期累計期間
(自　平成21年７月１日 
  至　平成21年９月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成22年７月１日 
  至　平成22年９月30日)

四半期損益計算書上の四半期純損失(△)
(千円)

△40,977 △184,799

普通株式に係る四半期純損失(△)(千円) △40,977 △184,799

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式の期中平均株式数(株) 34,000 44,286

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益の算定に含まれな
かった潜在株式について前事業年度末から
重要な変動がある場合の概要

－
 
 

　

－
 
 

　

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

平成22年８月12日開催の臨時取締役会において、平成22年６月30日の株主名簿に記録された株主に対

し、次のとおり期末配当を行うことを決議いたしました。

① 配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　  　63,681千円

② １株当たりの金額　　　　　　　　　　　　 　　　　1,500円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　　　平成22年９月27日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成21年11月13日

株式会社アーバネットコーポレーション

取締役会　御中

　
　
　

　

あ ず さ 監 査 法 人

指　定　社　員
業務執行社員

公認会計士 牧 　野　 隆　 一　 ㊞

指　定　社　員
業務執行社員

公認会計士 浅　 野 　俊　 治　 ㊞

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社アーバネットコーポレーションの平成21年７月１日から平成22年６月30日までの第13期事業年度の第１

四半期会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び第１四半期累計期間(平成21年７月１

日から平成21年９月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四

半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アーバネットコーポレーションの平成21年９

月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

追記情報

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成21年10月27日開催の臨時取締役会において第三者割

当増資を決議した。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以　上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年11月12日

株式会社アーバネットコーポレーション

取締役会　御中

　
　
　

有限責任 あずさ監査法人
　

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 牧 　野　 隆　 一　 ㊞

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 浅　 野 　俊　 治　 ㊞

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社アーバネットコーポレーションの平成22年７月１日から平成23年６月30日までの第14期事業年度の第１

四半期会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び第１四半期累計期間(平成22年７月１日

から平成22年９月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半

期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アーバネットコーポレーションの平成22年９

月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以　上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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